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未設定（法令の規定において言い尽くされているため） 
 
【参考】特定非営利活動促進法 

（特例認定） 

第 58 条 特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し

公益の増進に資すると見込まれるものは、所轄庁の特例認定を受けることができる。 

2 第 44 条第 2 項（第 1 号に係る部分を除く。）及び第 3 項の規定は、前項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用する。この場合

において、同条第 3 項中「5 年（同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあって、2 年）」とあるのは、「2 

年」と読み替えるものとする。 

（特例認定の基準） 

第 59 条 所轄庁は、前条第 1 項の特例認定の申請をした特定非営利活動法人が次の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の特例認定をするも

のとする。 

(1) 第 45 条第 1 項第 2 号から第 9 号までに掲げる基準に適合すること。 

(2) 前条第 2 項において準用する第 44 条第 2 項の申請書を提出した日の前日において、その設立の日（当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非 

営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特 

定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち 

最も早い日）から 5 年を経過しない特定非営利活動法人であること。 

(3) 第 44 条第 1 項の認定又は前条第 1 項の特例認定を受けたことがないこと。 
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（認定特定非営利活動法人に関する規定の準用） 

第 62 条 第 46 条から第 50 条まで、第 52 条から第 56 条まで並びに第 57 条第 2 項及び第 3 項の規定は、特例認定特定非営利活動法人について準用する。

この場合において、第 54 条第 1 項中「5 年間」とあるのは「3 年間」と、同条第 2項中「5年間」とあるのは「3年間」と、「その作成の日から起算して 5

年が経過した日を含む事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、同条第 3項中「5年が経過した日を含む事業年度の末日」とあるのは「第 60条の有効期間

の満了の日」と、第 56条中「5年間」とあるのは「3年間」と読み替えるものとする。 
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